
自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます
　10 月 1日より、「自動車取得税」が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されます。
環境性能割は、自動車の取得時に燃費性能などに応じて課税されるものです。
　また、これまでの「軽自動車税」が「軽自動車税（種別割）」に名称変更します。※税率などに変更はありません。

10月1日～令和2年9月30日までの1年間は、取得
時の負担感を緩和するため、自家用乗用車の環境
性能割の税率１％分が軽減されます。

※�自動車取得税の廃止に伴い、自動車取得税の「エコカー減税」は、
���9月30日までの適用となります。

　　10月以降

燃費性能などに
応じた課税へ変更

自動車取得税

登録車　　3％

軽自動車　2％

環境性能割

登録車　   0〜3％

軽自動車   0〜2％

燃費性能などがいい車ほど税率が軽減！9月末まで

特例
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市税とは？
市県民税、軽自動車税、
固定資産税、
都市計画税などです。

10
月
に
催
告
書
を
発
送
し
ま
す

　

10
月
上
旬
に
催
告
書
を
発
送
し

ま
す
。
送
付
対
象
と
な
る
か
た
は
、

平
成
31
（
令
和
元
）
年
度
の
市
税

に
滞
納
が
あ
り
、
督
促
状
を
発
送

し
て
も
な
お
、
納
付
の
確
認
が
で

き
な
い
か
た
で
す
。
催
告
書
が

届
い
た
か
た
は
内
容
を
確
認
の
う

え
、
早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

も
っ
た
い
な
い
で
す
！
延
滞
金

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
市
税
等
を
納
付

し
た
場
合
に
は
、「
延
滞
金
」
を
納

め
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

延
滞
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
来
負
担

い
た
だ
く
必
要
の
な
い
も
の
で
す

の
で
、
納
期
内
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

滞
納
処
分
と
は

　

督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に

そ
の
市
税
等
の
納
付
が
な
い
と
き

は
、
や
む
を
得
ず
、
財
産
調
査
、

差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
書
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た

と
き
は
？

　

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
税
務
課
・
各
連
絡
所
で
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付
書

の
再
発
行
を
希
望
す
る
か
た
は
、

税
務
課
に
て
再
発
行
し
ま
す
。
郵

送
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間
の
相
談
も
可
能
で
す

　

開
庁
時
間
に
来
庁
で
き
な
い
か

た
の
た
め
に
、
市
民
文
化
会
館
２

階
・
税
務
課
窓
口
に
て
夜
間
納
税

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
夜
間
納
税
相
談
窓
口
】　 

午
後
５
時
15
分
～
９
時
※
要
予
約

　

希
望
す
る
か
た
は
、
管
理
収
納

係
へ
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
課
管
理
収
納
係　

 　
　
１
１
３
２
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市
税
は
次
の
場
所
で

納
付
で
き
ま
す

・
鳥
羽
市
役
所
税
務
課

　
（
市
民
文
化
会
館
2
階
）

・
各
連
絡
所

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
（
一
部
店
舗
を
除
く
）

・
取
扱
金
融
機
関 

百
五
銀
行
、
第
三
銀
行

中
京
銀
行
、
三
重
銀
行

桑
名
三
重
信
用
金
庫

東
海
労
働
金
庫

伊
勢
農
業
協
同
組
合

三
重
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連

合
会

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

（
三
重
・
愛
知
・
岐
阜
・
静
岡
）

財産調査とは？　
　勤務先や取引先、金融機関、
生命保険会社などに対して調査を
行うことです。

差し押さえとは？
　給与・年金・預貯金・生命保険・
不動産などの財産を差し押さえる
ことです。

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
市
税
は
、
医
療
・
福
祉
・
教
育
な
ど
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、
20
日
以
内
に
督と

く

促そ
く

状
を
発
送
し
ま
す
。
そ
の
後
も
納
付
が

な
い
場
合
に
は
、
催さ

い

告こ
く

書
を
発
送
し
、
自
主
的
な
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
失
業
や
病
気
な
ど
の
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
税
金
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
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